


 

 

 

○このマニュアルは、大規模地震において活用することを想定している避

難所運営の基本モデルです。 

 

○各地域におかれましては、この基本モデルをベースとして地域毎の避難

所運営マニュアル作成を行うものです。 

 

○地震により大規模な津波が発生した場合には、津波浸水地域の避難所が

使えないことに加えて、繰り返し押し寄せてくる津波への警戒が必要と

なり、避難所開設には時間がかかります。このような地域の特徴を反映

させることが大切です。 

 

○避難所は、住民の自治による開設・運営を目指すこととしています。 

 

○なお、水害（洪水、土砂災害）の際の避難所運営もこのマニュアルによ

るものとしますが、その避難所開設については、必要な情報等を地域住

民の方々に伝達したうえで、行政職員が地域と連携して、必要な避難所

の開設を行います。 
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※事前の協議により、施設全体の配置図において、開錠する位置を示した図を貼り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所開設準備に必要なものリスト 

 

 

 

 

 

 

 

□非常用発電機（カセットボンベ式） □照明器具セット（照明、スタンド） 

□延長コード □ランタン □屋内用間仕切りテント 

□避難所開設セット（●はケースに入っています。） 

 
○ブルーシート ●ガムテープ ●模造紙 ●筆記用具●様式書類つづり ●ビニール袋 

●掲示板(トイレ等) ●簡易ゼッケン●タオル ●マスク ●簡易トイレ 
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※事前に想定した施設のレイアウト図を貼り付けてください。 (例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用除外施設】 

 

 

 

 

体育館以外で個室を確保した方が良いスペース 

 

 

 

 

 

 

 
 
＊体育館以外のスペースの利用については、施設管理者等とよく話し合い、学校教育活動に必要なス

ペースはあらかじめ外しておきましょう。 

＊出入口等にスロープ配置、便所の目隠しなどにも配慮しましょう。 

＊観光客等帰宅困難者スペースを確保しましょう。 

＊女性用の洗濯物干場を確保しましょう。 

＊ペットについては、原則として避難所への持ち込みは禁止となっていますが、ペットの待避場所を

設けるかどうかは、避難所運営委員会で話し合い、最終的に避難所ごとに対応を判断してください。 

＊グラウンド等の使い方について、仮設トイレの設置、暖をとる場所、炊き出し場所など多様な用途

への活用、また車で避難してくる人を想定しての対応など、事前に施設管理者等とよく話し合って

最終決定してください。 

＊仮設トイレの設置に当たっては、特に女性や子どもの安全・安心に配慮しましょう。 

□ 教育活動のスペースとして必要な普通教室 □ 保健室 

□ 機器・化学薬品がある特別教室 □ 給食施設 

□ 放送室 □ その他学校運営に必要とする最小限の施設 

□ 管理スペースとしての校長室・職員室・事務室・管理用務室 

□ 避難所運営委員会本部 

□ 物資倉庫 

□ 救護室 

□ インフルエンザ対策室 

□ 体調不良者等一時休息スペース 

（発熱・咳・下痢等の有症者／授乳用） 

□ 高齢者（要援護者）の部屋、福祉スペース 

□ 子ども、親子で安心して遊べる部屋 

□ 災害時に設置される固定電話のブース 

[福祉スペースに必要なもの] 

【物資】発電機、燃料／照明器具（懐

中電灯、ランタンなど）／寝具類（ベ

ッド、毛布など）／暖房器具／介護、

育児用物資（紙オムツ、粉ミルクな

ど）／その他（漂白剤、パーテーシ

ョンなど） 

【食料】おかゆ、水など 
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避難所生活において避難者の方に守ってもらいたいルールについては、必要事項を話し合い決定

します。 

必要事項を記入し、情報掲示板に掲示、放送などで周知します。 

 

ルールの掲示例（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※掲示する際は、重要ポイントを赤字や太字にする、アンダーラインを引くなど工夫しましょう。 

 

避難所生活のルール 

 
 生活時間などのこと 

○起床は６時、消灯は夜９時 

○朝の食料の配給は７時から 

○夜 8 時に点呼 

○ 

 

衛生管理 

○手洗い、うがいを徹底しましょう。 

○残飯やごみは分別して所定の場所に

廃棄してください。 

○配給や配食は食べられる分だけもらう

ようにしましょう。 

○残り物は捨てましょう。 

○ 

避難所の施設のこと 

○「立入禁止」場所には入らない。 

○トイレは決められた場所を利用してく

ださい。 

○靴はポリ袋に入れて運びましょう。 

○ 

運営 

○掃除当番表 

○自主的に避難所運営に参加しましょう。

○ 






